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９名の議員が登壇

４５

真
壁
小
学
校
南
校
舎
は
、
東
日
本

大
震
災
で
大
き
く
破
損
し
現
在
使

え
な
い
状
況
だ
が
、
北
校
舎
も
含
め
今
後

ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。

市
長　

当
面
は
、
子
ど
も
た
ち
の

安
全
な
学
校
生
活
に
細
心
の
注
意

を
払
い
な
が
ら
、
現
在
の
校
舎
を
使
用
し

て
い
き
た
い
。
し
か
し
、
﹁
耐
震
度
が
高

く
な
い
こ
と
﹂
﹁
築
四
十
年
経
過
し
て
い

る
こ
と
﹂
﹁
今
後
適
正
規
模
・
配
置
の
中

核
と
な
る
学
校
で
あ
る
こ
と
﹂
を
勘
案
し
、

早
急
な
改
築
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

今
後
、
教
育
委
員
会
を
中
心
に
関
係
機

関
と
協
議
し
、
建
築
に
向
け
て
の
方
針
を

示
し
て
い
き
た
い
。

菊池伸浩 議員

林　悦子 議員

岩
瀬
駅
跨
線
歩
道

橋
・
駅
舎
橋
上
化
は

費
用
対
効
果
に
疑
問

真
壁
小
校
舎
が
破
損

し
て
い
る
が
対
応
は

合
併
特
例
債
事
業
は
、当
初
は
﹁
南

北
自
由
通
路
・
ミ
ニ
図
書
館
﹂
で

あ
っ
た
も
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
名
前
が

か
わ
り
﹁
跨
線
歩
道
橋
・
駅
舎
整
備
﹂
に

な
っ
た
。
二
つ
の
事
業
費
は
一
一
億
円
を

超
え
る
。
水
戸
線
の
利
用
状
況
・
駅
南
側

の
地
形
を
考
え
る
と
、
費
用
対
効
果
に
は

疑
問
が
あ
る
。
中
止
す
る
の
が
得
策
と
考

え
る
。

要
望
要
望

　

そ
の
間
、
せ
め
て
ト
イ
レ
の
い
く
つ
か

は
改
修
を
お
願
い
し
た
い
。

小
中
学
校
適
正
規
模
検
討
委
員
会

の
答
申
が
出
さ
れ
、
既
に
一
年
以

上
が
経
過
し
て
い
る
が
、
市
の
方
針
を
示

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

教
育
長　

小
中
一
貫
に
つ
い
て

は
、
歴
史
・
地
域
性
を
考
慮
し
、

状
況
に
応
じ
た
連
携
を
進
め
た
い
。
適
正

規
模
・
配
置
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
中
に

教
育
委
員
会
と
し
て
、
基
本
方
針
・
実
施

計
画
を
策
定
し
て
い
き
た
い
。

市
長
公
室
長　

跨
線
歩
道
橋
は
、

駅
南
北
間
の
利
便
性
向
上
と
市
の

玄
関
口
と
し
て
の
魅
力
ア
ッ
プ
に
、
駅
舎

の
改
良
も
加
え
た
中
で
推
進
し
て
い
く
計

画
に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
月
議
会
で
の
﹁
高
久
ス
ト
ッ
ク

ヤ
ー
ド
の
残
土
の
比
重
が
一
・
〇

六
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
答
弁
が
、
い
ま
だ

に
納
得
で
き
な
い
。
ま
た
、
過
積
載
や
財

務
規
則
違
反
を
認
め
た
答
弁
に

は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と

る
の
か
。上

下
水
道
部
長　

﹁
比
重

一
・
〇
六
の
実
験
﹂
は
、

市
の
職
員
が
立
ち
会
っ
て
い
ま
す
。

　

﹁
過
積
載
﹂
は
、
市
建
設
工
事

等
入
札
参
加
業
者
選
考
委
員
会
に

諮
り
、
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

市
長　

﹁
財
務
規
則
違
反
﹂

は
、
私
を
含
め
、﹁
分
限

懲
戒
審
査
会
﹂
で
審
議
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

●専決処分の承認●専決処分の承認

承認承認

承認承認

承認承認

承認承認

承認承認

承認承認

承認承認

承認承認

●繰越明許費繰越計算書の報告●繰越明許費繰越計算書の報告

報告報告

報告報告

報告報告

報告報告

報告報告

●条例の制定・改正●条例の制定・改正

可決可決

可決可決

可決可決

可決可決

可決可決

可決可決

●補正予算●補正予算

可決可決

可決可決

●その他●その他

可決可決

可決可決

・国民健康保険税条例の一部改正

・国民健康保険条例の一部改正

・税条例の一部改正

・税条例の一部改正

・平成 22 年度一般会計補正予算（第７号）

・平成 22 年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）

・平成 22 年度公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）

・平成 23 年度一般会計補正予算（第 1 号）

・平成 22 年度一般会計繰越明許費繰越計算書

・平成 22 年度公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

・平成 22 年度一般会計事故繰越し繰越計算書

・平成 22 年度公共下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書

・平成 22 年度一般会計継続費繰越計算書

真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例

ひとり親家庭等入学祝金支給条例

公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正

市営駐車場及び自転車置場の設置及び管理に関する条例の一部改正

母子家庭等養育手当金支給条例を廃止する条例

平成 23 年度一般会計補正予算（第 2 号）

平成 23 年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号）

市営県単土地改良事業の施行

中核病院を考える会特別委員会の設置

第２回定例会（６月 14 日〜 17 日）

補
強
を
し
た
真
壁
小
学
校
南
校
舎
の
柱

学校内のトイレ

岩瀬駅岩瀬駅

　市議会では、市民の皆さ

んの生活に直結した重要な

問題が審議されています。

市政を身近に知るために

も、ぜひ議会を傍聴してみ

ませんか。

　本会議の開催日など、詳

しくは議会事務局へお問い

合わせください。

お問い合わせ：桜川市役所 岩瀬庁舎 議会事務局 TEL 0296-75-3111

傍聴席は
先着順で50席
　傍聴席は 50 席です。
先着順となっていますこ
とをご了承ください。団
体で傍聴を希望するとき
は、あらかじめ議会事務
局へご連絡ください。 

傍聴手続は
簡単です 
　手続は簡単です。本会
議を傍聴するときは市役
所岩瀬庁舎、第２庁舎３
階、傍聴席入口で、氏名、
住所、年齢を受付簿に記
入するだけです。

傍聴に

お越し
ください


